
1- 原子力災害時の民間事業者との協力協定等の締結について 1 
― 

・ オフサイトで活動する防災業務関係者（バス等の運転手等）は、平時において特に原子力や放射線に関する業務を行っているわけでは
ないが、緊急時には、住民避難の実施など、防災上重要な役割を担うことになる。

• こうした原子力災害時の対応については、民間事業者の理解と協力を得て進めていくことが必要。各地の自治体においては、原子力災害
時に民間事業者に協力を要請する場合の協定等が締結されつつあるが、本分科会においては、こうした協定等の内容を踏まえつつ、自治
体が民間事業者との原子力災害時の協力に係る協定等において定めておくべきと考えられる内容等について整理するもの。

［ 2. 協定等において定めていくべき内容と留意点 l
(1) 自治体から民間事業者に要請する業務の内容

要請する業務内容について、できるだけ具体的に列挙して合意し
ておくこと。また、具体的な業務内容や手順について共通理解を構
築していくプロセスが重要。

(2) 自治体から民間事業者への緊急時の協力の要請の方法
業務内容を明確にした上で、原則書面により要請すること。

(3) 緊急時に自治体から業務実施を要請する基準
民間事業者の安全確保については、自治体が主導的に行うこと。

そのため、協定等において、業務実施に当たっての被ばく線量の管
理目安を設定すること、また、被ばく線量の管理方法について取り決
めておくこと。なお、具体的な線量管理方法についても一例を提示。

(4) 緊急時の自治体による資機材の提供及び配布手順
防護服、マスク等は自治体側で準備すること。また、研修や訓練

を通じ、資機材の配布手順や資機材の使用方法について理解を深
めていくこと。

(5) 業務実施中の事故等の発生の際の民間事業者から自治体
への通報

事故等により業務実施継続が困難となった場合は、自治体に対
して速やかに状況を報告すること。

(6) 業務実施後の民間事業者から自治体への業務実施報告
業務実施後、業務実施報告を行うこと。また、業務実施者の累

積線量等を記録した帳簿の写し等を添付することが適当。

(7) 民間事業者の業務実施に係る費用の請求、自治体側による
費用の負担

業務の実施に要した費用（人件費等）は、協定等において、基
本的には自治体が負担すること。

(8) 業務実施に伴う人又は物の損害に対する自治体による補償
業務の実施に伴って発生した損害については、協定等において、

基本的には自治体が補償すること。

(9) 民間事業者が保有するバス等の台数の定期的な報告
保有するバスの台数等民間事業者が有する能力について、自治

体と民間事業者の間で共有しておくこと。

(10)自治体と民間事業者の間の緊急運絡先の設定・交換
民間事業者との間の連絡方法、連絡先について、相互に交換す

るとともに、定期的に更新する仕組みを位置付けておくこと。

(11)自治体から民間事業者への業務実施中の通信手段の提供
常時連絡を取るための通信手段を自治体が提供すること。

(12)自治体による業務実施後のスクリーニング・除染の実施
業務実施後、避難等の指示区域からの退域時の検査及び必要

に応じた簡易除染を行うこと。

(13)民間事業者に対する原子力災害に関する研修の機会の提供
実際に業務に携わる民間事業者に対し、定期的な研修の機会を

提供すること。
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